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1

株式公開の意義と手続

(1)
株式公開の意義



株式公開とは、非公開の自社株を証券市場に上場・公開することにより、特定の少数株主に支配されていた閉鎖的な会社が、広く外部の一般株主から出資を仰ぎ、開かれた会社となることです。最近ではIPO（Initial Public Offering：新規公開）という言葉が使われることも多くなっています。

株式公開を行うことにより、事業拡大に不可欠な長期安定資金の調達が可能になることや社会的知名度が上がることによる様々なメリット等を享受できる反面、不特定多数の外部株主が増えることで、会社の運営上、同族経営の時には意識することのなかった種々の制約を受けることにもなります。

また、一旦株式公開した後は、配当原資となる利益を長期安定的に計上することや常に株価を意識した経営が求められる等、非公開会社とは比べものにならない重い責任を負うことになります。

したがって、株式公開を検討するにあたっては、会社の長期的な成長ビジョンに確信が持てることが前提であり、その上で、株式公開により得られるメリットと負うべき責任を比較考量して決定することになります。

(2)
株式公開の手続


(イ)

証券市場の種類


株式を公開する証券市場には、大きく分けて「取引所市場」と「店頭市場」の２種類があります。(a)

取引所市場


東京、名古屋、福岡、札幌の全国４ヵ所に開設されています。それぞれの市場において、独立した法人組織が独自の運営を行なっています。

更に、一つの取引所において、上場基準の違いによる複数の市場が運営されています。

例：東京証券取引所　①東証１部　②東証２部　③東証マザーズ）

(b)

店頭市場


日本証券業協会に店頭銘柄として登録された株式が売買される市場を言います。取引所市場と違い、特定の場所や施設があるわけではなく、実際の取引は証券会社のコンピュータネットワークを通じて行なわれています。

一般的にはジャスダック市場と呼ばれています。





(3)
株式公開の基準


(a)

取引所市場


株式を上場するためには、各市場において独自に定められている上場審査基準を満たさなければなりません。通常は、形式基準と実質基準の２つの基準に適合する必要があります。1)

形式基準


上場する株式数、株主数、株主資本の額等の客観的な数値基準で、上場するために最低限満たすべき基準です。各市場ごとに独自の基準が設けられています。

また、形式基準は、非公開会社が株式公開の可能な会社かどうかの判定をするための目安にもなります。

2)

実質基準


上場申請した会社が、公開会社となるに相応しい公正・健全な会社であるかどうか等を審査するための基準です。具体的な内容は各市場に応じて異なりますが、主なポイントは、過去の業績や将来の事業計画を基にした会社の継続性および収益性判定、不明朗な取引の有無や社内牽制組織が機能しているか等を基にした健全性判定、法令に準拠した規程や書類が整備されているか等を基にした開示の適正性判定などの会社の質的側面が基準とされています。



(b)

店頭市場


店頭登録するための基準には、信頼性や安定性に加え、将来性や成長性が投資家から高く評価される企業の株式公開が可能となるような基準が定められています。

各市場の形式基準については、章末の＜参考資料＞をご覧ください。




Page50/56
<<
< 前へ
48
49
50
次へ >
>>


目次
	第1章
事業承継の全体


	
事業承継の全体




	第2章
事業経営の承継


	第1
後継者


	
1
後継者の選定




	
2
後継者の資質




	
3
後継者の教育




	第2
経営権の確立


	
1
会社支配




	
2
株式の外部流出防止




	
3
従業員持株会




	
4
第三者割当増資




	第3章
事業財産の承継


	第1
法定相続による承継


	
1
現行民法の原則と事業承継




	
2
相続の範囲




	
3
相続分




	
4
寄与分と特別受益




	
5
相続廃除、相続欠格




	
6
相続の承認と放棄




	
7
遺産分割




	第2
遺言による承継


	
1
遺言によってできること




	
2
遺言の方式




	
3
包括遺贈と特定遺贈……遺贈の承認・譲渡制限株式の承継手続について




	
4
有効に遺言ができるか（遺言能力による有効性の問題）




	
5
一度なした遺言を再考したいとき




	
6
相続開始後、遺言はどのように実行されるか




	
7
遺言によって実現したい内容に課される制限（遺留分）




	第3
贈与による承継


	
1
贈与について




	
2
株式贈与の方法




	
3
後継者等に対する株式の贈与




	第4
売買による承継


	
1
贈与との比較




	
2
株式譲渡の方法




	
3
その他




	第4章
事業財産の承継と税


	第1
事業財産の承継にかかる課税のしくみ


	
1
事業財産の承継の態様と課税方法の概要




	
2
相続による承継




	
3
贈与による承継




	
4
相続時精算課税制度を活用する承継




	
5
売買による承継




	
6
増資を活用する承継




	
7
金庫株を活用する承継




	<参考>


	
1
財産評価基本通達による取引相場のない株式の評価方法




	
2
株式譲渡所得税での自社株評価




	第2
納税方法


	
1
納税方法の概要




	
2
相続による承継に課税される相続税の納税




	
3
贈与による承継に課税される贈与税の納税




	
4
売買による承継で、売却した個人に課税される所得税の納税




	第5章
事業財産の承継と節税方法


	第1
自社株に関する節税方法の概要


	
1
自社株評価引下げの方法




	
2
自社株移転対策




	
3
納税対策




	第2
節税方法の具体的事例


	
1
株式移転制度を活用し、持株会社を作り節税対策を行う事例




	
2
会社分割制度を活用し、株式保有特定会社の適用をはずしやすくする対策の事例




	
3
合併制度を活用し、相続税評価上の大会社となり相続税評価額を引下げる対策の事例




	
4
不動産投資を活用し、相続税評価上の純資産価額を引下げる対策の事例




	
5
金庫株制度を活用し、相続税納税を行う事例




	第6章
株式公開と事業承継


	
1
株式公開の意義と手続




	
2
株式公開のメリット及びデメリット




	
3
事業承継における株式公開の活用




	第7章
Ｍ＆Ａと事業承継


	第1
Ｍ＆Ａの概要


	
1
Ｍ＆Ａの意義




	
2
Ｍ＆Ａの進め方




	第2
事業承継におけるＭ＆Ａの活用


	
1
事業後継者が存在する場合




	
2
事業後継者が存在しない場合








相続紛争解決のご相談は、下記のとおりお電話かメールでお申込みください。
電話で相談受付に申し込む

0120-956-251
受付時間：平日9:00～19:00
※通話料は無料です

メールで相談受付に申し込む
ご相談受付
通常1～2営業日以内に担当の弁護士から
ご連絡させていただきます。
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